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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部からの入力電圧を所望の電圧値の直流電圧に変換する電力変換回路と、
　前記電力変換回路の出力端子間に接続される第１コンデンサと、
　光源とともに前記第１コンデンサの両端間に直列に接続される定電流回路と、
　前記電力変換回路及び前記定電流回路の動作を制御する制御回路と、
　前記入力電圧に基づいて前記制御回路の動作電源を生成する第２コンデンサとを備え、
　前記入力電圧の供給が遮断された状態において、前記第１コンデンサに蓄えられた電荷
量が前記光源の動作電源以下になるまでの第１時間が、前記第２コンデンサに蓄えられた
電荷量が前記制御回路の動作電源以下になるまでの第２時間より短くなるように、前記第
１コンデンサ及び前記第２コンデンサの容量がそれぞれ設定されていることを特徴とする
点灯装置。
【請求項２】
　請求項１記載の点灯装置と、前記点灯装置からの給電により点灯する光源と、前記点灯
装置及び前記光源を保持する器具本体とを備えていることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点灯装置及びそれを用いた照明器具に関し、より詳細には、光源を調光制御
する点灯装置及びそれを用いた照明器具に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、光源を調光制御する点灯装置が提供されている（例えば特許文献１参照）。特許
文献１記載の点灯装置は、電源回路と、降圧チョッパ回路（電力変換回路）と、制御回路
と、制御電源回路とを備える。
【０００３】
　電源回路は、ヒューズと、フィルタ回路と、整流平滑回路とで構成され、商用電源より
入力される交流電圧を変換して直流電圧を生成する。降圧チョッパ回路は、インダクタと
、スイッチング素子と、ダイオードと、電解コンデンサからなる第１コンデンサとで構成
され、電源回路より入力される直流電圧を光源に適した直流電圧に降圧する。
【０００４】
　制御回路は、制御用集積回路を有し、例えば降圧チョッパ回路のスイッチング素子のデ
ューティ比を増減することにより光源を調光する。制御電源回路は、互いに並列に接続さ
れた第２コンデンサ及びツェナーダイオードを有し、ツェナーダイオードのツェナー電圧
に設定された制御電源電圧を生成して制御回路に出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－９４２７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述の特許文献１記載の点灯装置では、電源遮断時や電源再投入時において
第１コンデンサに電荷が残っていると、この電荷により光源が一瞬点灯する場合があった
。
【０００７】
　上述の不具合を解消するために、トランジスタやツェナーダイオード、抵抗などで形成
した放電経路により、第１コンデンサに残っている電荷を急速に低下させた点灯装置も提
供されている。しかしながら、この点灯装置では、放電経路を形成するためにトランジス
タやツェナーダイオード、抵抗などが必要であり、その分コストアップになっていた。
【０００８】
　そこで、コストアップを抑えるために、第１コンデンサと並列に放電抵抗を接続した点
灯装置も提供されている。しかしながら、この点灯装置では、放電抵抗の抵抗値を小さく
することにより第１コンデンサに残っている電荷を急速に低下させることはできるが、定
常時において無駄な電力を消費してしまう。また、この点灯装置において放電抵抗の抵抗
値を大きくした場合には、定常時における消費電力を抑えることはできるが、第１コンデ
ンサに残っている電荷を急速に低下させることができなくなってしまう。
【０００９】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされており、コストアップを抑えつつ、電源遮断時や電
源再投入時において光源が一瞬点灯するという不具合を低減させた点灯装置及びそれを用
いた照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の点灯装置は、外部からの入力電圧を所望の電圧値の直流電圧に変換する電力変
換回路と、前記電力変換回路の出力端子間に接続される第１コンデンサと、光源とともに
前記第１コンデンサの両端間に直列に接続される定電流回路と、前記電力変換回路及び前
記定電流回路の動作を制御する制御回路と、前記入力電圧に基づいて前記制御回路の動作
電源を生成する第２コンデンサとを備え、前記入力電圧の供給が遮断された状態において
、前記第１コンデンサに蓄えられた電荷量が前記光源の動作電源以下になるまでの第１時
間が、前記第２コンデンサに蓄えられた電荷量が前記制御回路の動作電源以下になるまで
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の第２時間より短くなるように、前記第１コンデンサ及び前記第２コンデンサの容量がそ
れぞれ設定されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の照明器具は、上述の点灯装置と、前記点灯装置からの給電により点灯する光源
と、前記点灯装置及び前記光源を保持する器具本体とを備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の構成によれば、コストアップを抑えつつ、電源遮断時や電源再投入時において
光源が一瞬点灯するという不具合を低減させた点灯装置及びそれを用いた照明器具を提供
することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る点灯装置の一例を示す回路図である。
【図２】本発明の実施形態に係る点灯装置に用いられる定電流回路の一例を示す回路図で
ある。
【図３】図３Ａは従来の点灯装置の動作を説明するタイムチャート、図３Ｂは本発明の実
施形態に係る点灯装置の動作を説明するタイムチャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る照明器具の一例を示す分解斜視図である。
【図５】本発明の実施形態に係る照明器具の一例を示す全体斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る点灯装置１０及び照明器具２０について、図１～図５を参照し
ながら具体的に説明する。ただし、以下に説明する構成は、本発明の一例に過ぎず、本発
明は下記の実施形態に限定されない。したがって、この実施形態以外であっても、本発明
に係る技術思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能である。
【００１５】
　本実施形態の点灯装置１０は、図１に示すように、電力変換回路４と、定電流回路５と
、調光信号回路６と、電解コンデンサからなる第１コンデンサＣ１及び第２コンデンサＣ
２とを備える。また、この点灯装置１０は、入力フィルタ２と、整流回路３と、制御電源
回路７と、位相検出回路８と、入力端子Ｔ１、Ｔ２と、出力端子Ｔ３、Ｔ４とをさらに備
えるのが好ましい。
【００１６】
　入力端子Ｔ１、Ｔ２には調光器３０を介して商用電源１が接続され、調光器３０により
位相制御された商用電源１からの交流電圧が入力端子Ｔ１、Ｔ２を介して点灯装置１０に
入力される。出力端子Ｔ３、Ｔ４には光源９が接続され、電力変換回路４より出力される
直流電圧が定電流回路５を介して光源９に印加される。
【００１７】
　入力フィルタ２は、例えばサージ電圧吸収素子と、コンデンサと、コモンモードチョー
クコイルとで構成され、商用電源１より供給される交流電圧のノイズを除去するとともに
、内部回路で発生したノイズが商用電源１側に流出しないように除去する。
【００１８】
　整流回路３は、４つのダイオードＤ３～Ｄ６で構成された、いわゆるダイオードブリッ
ジを有し、入力フィルタ２より入力される交流電圧を脈流電圧に整流する。
【００１９】
　電力変換回路４は、図１に示すように、例えば力率改善（ＰＦＣ）機能を備えたフライ
バックコンバータであって、ドライバＩＣ４０と、トランス４１と、電圧フィードバック
回路４２とを有する。また、電力変換回路４の入力端子間には、整流回路３より入力され
る脈流電圧を平滑するコンデンサＣ３が接続される。
【００２０】
　ドライバＩＣ４０は、例えばパワーＭＯＳＦＥＴと制御ＩＣとを１パッケージに内蔵し
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たＬＥＤドライバＩＣ（ＬＣ５５４０ＬＤシリーズ：サンケン電気株式会社製）である。
【００２１】
　トランス４１は、１次巻線４１０と、２次巻線４１１と、補助巻線４１２とを有する。
１次巻線４１０の巻き始め側の一端は整流回路３の高圧側の出力端に接続され、１次巻線
４１０の巻き終わり側の他端はドライバＩＣ４０のパワーＭＯＳＦＥＴのドレインに接続
される。また、パワーＭＯＳＦＥＴのソースは整流回路３の低圧側の出力端に接続され、
パワーＭＯＳＦＥＴのゲートは制御ＩＣに接続される。
【００２２】
　２次巻線４１１の両端間にはダイオードＤ１及び第１コンデンサＣ１の直列回路が接続
され、さらに第１コンデンサＣ１の両端間には放電用の抵抗Ｒ１が接続される。また、ダ
イオードＤ１のカソードは電力変換回路４の出力端子Ｔ５に接続され、第１コンデンサＣ
１の負極側は整流回路３の低圧側の出力端に接続される。つまり、第１コンデンサＣ１は
、電力変換回路４の出力端子Ｔ５、Ｔ６間に接続される。
【００２３】
　補助巻線４１２の巻き終わり側の一端は抵抗Ｒ２及びダイオードＤ２の直列回路を介し
て第２コンデンサＣ２の正極側に接続され、補助巻線４１２の巻き始め側の他端は整流回
路３の低圧側の出力端に接続される。また、第２コンデンサＣ２の負極側は、調光信号回
路６、制御電源回路７及び位相検出回路８のグランド（ＧＮＤ）に接続される。つまり、
本実施形態では、補助巻線４１２に発生する誘導起電力をドライバＩＣ４０及び制御電源
回路７の動作電源としており、この動作電源の一部は第２コンデンサＣ２に蓄えられる。
【００２４】
　なお、商用電源１からの給電が遮断された状態では、第２コンデンサＣ２に蓄えられた
電荷により、第２コンデンサＣ２の容量に応じた時間（後述の第２時間）の間、ドライバ
ＩＣ４０及び制御電源回路７に対して給電が可能である。つまり、本実施形態では、商用
電源１からの給電が遮断されても、後述の第２時間の間、ドライバＩＣ４０、調光信号回
路６及び位相検出回路８による調光制御が可能である。ここに、本実施形態では、ドライ
バＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出回路８により制御回路が構成される。
【００２５】
　電圧フィードバック回路４２は、例えばオペアンプを用いた負帰還回路であり、定電流
回路５の検出抵抗Ｒ３、Ｒ４（図２参照）に流れる電流の大きさに応じた電圧信号が定電
流回路５より入力され、この電圧信号に応じた信号をドライバＩＣ４０に出力する。そし
て、ドライバＩＣ４０では、電圧フィードバック回路４２からの出力信号（電圧値）が目
標値に近づくように、制御ＩＣがパワーＭＯＳＦＥＴのデューティ比を調整する。
【００２６】
　定電流回路５は、図２に示すように、オペアンプ５１と、スイッチング素子Ｑ２と、検
出抵抗Ｒ３、Ｒ４とを有する。スイッチング素子Ｑ２は、例えばＮチャネル型のＭＯＳＦ
ＥＴであって、オペアンプ５１より出力される電圧信号に従ってオン・オフする。
【００２７】
　オペアンプ５１の非反転入力端子には、抵抗Ｒ５を介して調光信号回路６の出力端が接
続され、調光信号回路６より出力される後述の制御信号が入力される。オペアンプ５１の
反転入力端子には、スイッチング素子Ｑ２のソースが接続されるとともに、検出抵抗Ｒ３
、Ｒ４の一端が接続される。オペアンプ５１の出力端子には、スイッチング素子Ｑ２のゲ
ートが接続され、オペアンプ５１より出力される電圧信号に従ってスイッチング素子Ｑ２
がオン・オフする。
【００２８】
　また、検出抵抗Ｒ３、Ｒ４の他端は、電力変換回路４の出力端子Ｔ６に接続されるとと
もに、コンデンサＣ４を介してスイッチング素子Ｑ２のドレインに接続される。さらに、
定電流回路５の出力端であるスイッチング素子Ｑ２のドレインは、出力端子Ｔ４に接続さ
れるとともに、電圧フィードバック回路４２の入力端に接続される。
【００２９】
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　また、検出抵抗Ｒ３、Ｒ４の他端とオペアンプ５１の非反転入力端子との間にはコンデ
ンサＣ５が接続され、さらにオペアンプ５１の反転入力端子と出力端子との間には抵抗Ｒ
６が接続される。
【００３０】
　位相検出回路８は、外部に設けられた調光器３０により設定された調光レベルに応じて
位相制御された商用電源１からの交流電圧の位相を検出し、検出した位相に対応する調光
レベルのＰＷＭ信号を調光信号回路６に出力する。
【００３１】
　調光信号回路６は、位相検出回路８より入力されるＰＷＭ信号を積分することにより光
源９の調光レベルを制御する制御信号を生成し、生成した制御信号を定電流回路５に出力
する。そして、定電流回路５は、調光信号回路６より入力される制御信号に従ってスイッ
チング素子Ｑ２をオン・オフし、光源９に流れる電流が一定となるように制御する。
【００３２】
　制御電源回路７は、商用電源１より給電されている状態では、トランス４１の補助巻線
４１２に発生する誘導起電力により動作し、上述の定電流回路５、調光信号回路６、位相
検出回路８及び電力変換回路４の電圧フィードバック回路４２に対して電源を供給する。
つまり、商用電源１からの給電が遮断された状態でも、第２コンデンサＣ２からの給電に
より定電流回路５、調光信号回路６、位相検出回路８及び電圧フィードバック回路４２を
動作させることができる。
【００３３】
　光源９は、例えば複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を直列に接続して構成され、出力端
子Ｔ３、Ｔ４間に接続される。そして、この光源９は、定電流回路５により一定値に制御
された電流が流れることで電流値に応じた調光レベルで点灯する。
【００３４】
　調光器３０は、光源９の調光レベルを設定するための操作部を有し、この操作部により
設定された調光レベルに応じて商用電源１から出力される交流電圧の位相を制御する。ま
た、この調光器３０では、操作部を操作することにより光源９を消灯させることも可能で
あり、光源９を消灯させた状態では商用電源１から点灯装置１０への給電が遮断される。
【００３５】
　次に、光源９の消灯時（電源遮断時）における従来の点灯装置及び本実施形態の点灯装
置１０の動作について、図３Ａ及び図３Ｂを参照しながら具体的に説明する。まず、従来
の点灯装置の動作について説明する。
【００３６】
　時刻ｔ１のときに、調光器３０の操作部により光源９の消灯操作を行うと、調光器３０
は商用電源１から点灯装置１０への給電を遮断する。そのため、位相検出回路８は、商用
電源１から出力される交流電圧の位相を検出できず、ＰＷＭ信号の出力を停止する。そし
て、調光信号回路６は、位相検出回路８からのＰＷＭ信号が入力されないことから、制御
信号の出力を停止する。その結果、定電流回路５は、光源９に対する定電流制御を停止し
、これにより光源９に流れる電流が０Ａとなり、光源９が消灯する。
【００３７】
　ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出回路８は、時刻ｔ１以降において、第
２コンデンサＣ２に蓄えられた電荷により動作し、そのため第２コンデンサＣ２の出力電
圧Ｖｃｃは時間の経過とともに低下する（図３Ａ参照）。また、時刻ｔ１以降において、
第１コンデンサＣ１に蓄えられた電荷は抵抗Ｒ１により消費され、そのため第１コンデン
サＣ１の出力電圧ＶＤＣも時間の経過とともに低下する（図３Ａ参照）。
【００３８】
　時刻ｔ２のときに、第２コンデンサＣ２の出力電圧Ｖｃｃ＝Ｖｍｉｎになると、ドライ
バＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出回路８が動作不能となり、調光制御が維持でき
なくなる。このとき、第１コンデンサＣ１の出力電圧ＶＤＣは光源９の点灯可能電圧Ｖｆ
より大きいことから、時刻ｔ３のときに光源９に電流が流れることで光源９が一瞬点灯す
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る。またこのとき、第１コンデンサＣ１の出力電圧ＶＤＣは、光源９に電流が流れること
で急速に低下し、０Ｖになる（図３Ａ参照）。
【００３９】
　続けて、本実施形態の点灯装置１０の動作について説明する。
【００４０】
　時刻ｔ１のときに、調光器３０の操作部により光源９の消灯操作を行うと、調光器３０
は商用電源１から点灯装置１０への給電を遮断する。そのため、位相検出回路８は、商用
電源１から出力される交流電圧の位相を検出できず、ＰＷＭ信号の出力を停止する。そし
て、調光信号回路６は、位相検出回路８からのＰＷＭ信号が入力されないことから、制御
信号の出力を停止する。その結果、定電流回路５は、光源９に対する定電流制御を停止し
、これにより光源９に流れる電流が０Ａとなり、光源９が消灯する。
【００４１】
　ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出回路８は、時刻ｔ１以降において、第
２コンデンサＣ２に蓄えられた電荷により動作し、そのため第２コンデンサＣ２の出力電
圧Ｖｃｃは時間の経過とともに低下する（図３Ｂ参照）。また、時刻ｔ１以降において、
第１コンデンサＣ１に蓄えられた電荷は抵抗Ｒ１により消費され、そのため第１コンデン
サＣ１の出力電圧ＶＤＣも時間の経過とともに低下する（図３Ｂ参照）。
【００４２】
　ところで、本実施形態では、第１コンデンサＣ１の出力電圧ＶＤＣ＝Ｖｆとなるまでの
第１時間が、第２コンデンサＣ２の出力電圧Ｖｃｃ＝Ｖｍｉｎとなるまでの第２時間より
短くなるように、第１コンデンサＣ１及び第２コンデンサＣ２の容量を設定している。図
３Ｂに示す例では、第１時間Ｔ１＝（ｔ４－ｔ１）であり、第２時間Ｔ２＝（ｔ５－ｔ１
）である（ｔ５＞ｔ４）。
【００４３】
　したがって、第１コンデンサＣ１の出力電圧ＶＤＣ＝Ｖｆとなる時刻ｔ４では、第２コ
ンデンサＣ２の出力電圧Ｖｃｃ＞Ｖｍｉｎであり、ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及
び位相検出回路８が動作可能である。そのため、第１コンデンサＣ１の出力電圧ＶＤＣが
光源９の点灯可能電圧Ｖｆよりも大きい状態で、ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及び
位相検出回路８が動作不能になることがなく、消灯時において光源９が一瞬点灯するとい
う不具合を低減することができる。
【００４４】
　そして、時刻ｔ５以降では、ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出回路８が
動作不能となり、調光制御が維持できなくなる。
【００４５】
　なお、光源９の再点灯時（電源再投入時）の動作は消灯時と同様であるから、再点灯時
の動作については省略する。
【００４６】
　図４は上述の点灯装置１０を用いた照明器具２０の分解斜視図であり、図５は照明器具
２０の全体斜視図である。なお、以下の説明では特に断りがない限り、図４において前後
・左右・上下の各方向を規定する。したがって、本実施形態では、光源９のプリント配線
板９０の長手方向が前後方向、プリント配線板９０の幅方向が左右方向、プリント配線板
９０の厚み方向が上下方向となる。
【００４７】
　本実施形態の照明器具２０は、図４に示すように、光源９と、点灯装置１０と、器具本
体１１とを備える。また、この照明器具２０は、カバー１２と、天板１３と、一対のエン
ドキャップ１４と、ケース１５と、端子台１６、１７とをさらに備えるのが好ましい。
【００４８】
　光源９は、前後方向に長い矩形板状に形成されたプリント配線板９０を有し、プリント
配線板９０の表面（下面）には、複数の発光ダイオード９１が前後方向に沿って１列に実
装されている。また、プリント配線板９０の左端かつ前後方向における略中央には、楕円
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形状に形成された溝９００が設けられ、プリント配線板９０の右端かつ前後方向における
両端寄りには、同じく楕円形状に形成された溝９００がそれぞれ設けられている。
【００４９】
　点灯装置１０は、前後方向に長い矩形板状に形成されたプリント配線板１００を有する
。プリント配線板１００の表面（上面）には、上述の入力フィルタ２、整流回路３、電力
変換回路４、定電流回路５、調光信号回路６及び制御電源回路７を構成する電子部品１０
１が実装されている。
【００５０】
　器具本体１１は、例えばアルミニウム合金による押出し成形品であって、前後方向に長
い矩形板状に形成された底板１１０と、底板１１０の左右方向における両端からそれぞれ
上向きに突出する一対の側板１１１によりＵ字状に形成されている。底板１１０には、光
源９のプリント配線板９０を取り付けた状態において溝９００と重なる位置に、ねじ１８
がねじ込まれるねじ孔１１００が設けられている。また、底板１１０の左右方向における
両端寄りには、それぞれ差込溝１１０１が全長に亘って設けられている。
【００５１】
　なお、器具本体１１の前後方向における両端部には、例えば合成樹脂により矩形状に形
成されたエンドキャップ１４が、ねじ１９により取り付けられる。
【００５２】
　カバー１２は、例えばアクリル樹脂などの透光性を有する材料からなり、下向きに湾曲
形成された曲面部１２０と、曲面部１２０の左右方向における両端から上向きに突出する
一対の取付部１２１とを有する。このカバー１２は、器具本体１１に対して前後方向から
スライドさせて、各取付部１２１の先端を対応する差込溝１１０１に差し込むことで、器
具本体１１に取り付けられる。
【００５３】
　このとき、器具本体１１に取り付けられたプリント配線板９０の下面（実装面）が曲面
部１２０により覆われており、発光ダイオード９１から放射された光は曲面部１２０を透
過して下方の照明空間に照射される。
【００５４】
　天板１３は、例えば板金に曲げ加工することにより形成され、前後方向に長い矩形板状
の主部１３０と、主部１３０の前後方向における両端部にそれぞれ設けられた一対の取付
片１３１とを有する。各取付片１３１には、長孔からなる取付孔１３１０が設けられてお
り、この取付孔１３１０に通したねじにより天板１３を天井面に取り付けることができる
。また、主部１３０の前後方向における両端寄りには、天井面から露出する電源線や信号
線などを引き込むための矩形の開口部１３００がそれぞれ設けられている。
【００５５】
　上述の点灯装置１０を構成するプリント配線板１００は、ケース１５に取り付けられ、
ケース１５とともに器具本体１１の内部に収納される。ケース１５は、前後方向に長い矩
形板状に形成された底板１５０と、底板１５０の前後方向における両端から上向きに突出
する一対の第１側板１５１と、底板１５０の右端から上向きに突出する第２側板とで、左
側面及び上面が開口する箱状に形成されている。
【００５６】
　各第１側板１５１には、一部を切り起こすことで形成された矩形の取付片１５２が一体
に設けられており、各取付片１５２には、ケース１５を器具本体１１に取り付けるための
ねじが挿通される挿通孔１５２０が設けられている。
【００５７】
　端子台１６は、直方体状に形成された器体１６０を有し、器体１６０の内部には、いわ
ゆる速結端子構造の接続端子が収納されている。また、器体１６０の一面（前面）には、
左右方向に並べて配置された一対の電線挿入孔１６００が設けられており、各電線挿入孔
１６００を臨むようにして上述の接続端子が配置されている。なお、端子台１７も同様の
構造であるから、端子台１７については説明を省略する。
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【００５８】
　例えば、本実施形態では、後側の端子台１６の接続端子がリード線によりプリント配線
板１００の入力側に電気的に接続され、前側の端子台１７の接続端子がリード線によりプ
リント配線板１００の出力側に電気的に接続されている。そして、後側の端子台１６の各
電線挿入孔１６００には、天板１３の開口部１３００を通して引き込まれた電源ケーブル
の各芯線が差し込まれる。また、前側の端子台１７の各電線挿入孔１７００には、プリン
ト配線板９０との間を電気的に接続する電源ケーブルの各芯線が差し込まれる。
【００５９】
　なお、これらの端子台１６、１７は、器具本体１１の底板１１０及び一対の側板１１１
で囲まれる空間に収納され、例えばねじにより底板１１０に固定される。
【００６０】
　而して、本実施形態によれば、光源９が点灯不能になった後も制御回路（ドライバＩＣ
４０、調光信号回路６及び位相検出回路８）が動作可能となるように、第１コンデンサＣ
１及び第２コンデンサＣ２の容量を設定している。その結果、電源遮断時や電源再投入時
において、光源９よりも先に制御回路が動作不能になることで光源９が一瞬点灯するとい
う不具合を低減することができる。
【００６１】
　また、第１時間が第２時間より短くなるように、第１コンデンサＣ１及び第２コンデン
サＣ２の容量を設定するだけでよく、上述の放電経路を形成する場合に比べてコストアッ
プを抑えることができる。さらに、上述の点灯装置１０を備えることによって、コストア
ップを抑えつつ、電源遮断時や電源再投入時において光源９が一瞬点灯するという不具合
を低減させた照明器具２０を提供することができる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、電力変換回路４としてフライバックコンバータを例に説明した
が、出力端子間に電解コンデンサが接続される構造であればよく、例えば降圧チョッパ回
路でもよい。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態の点灯装置１０は、電力変換回路４と、第１コンデン
サＣ１と、定電流回路５と、制御回路（ドライバＩＣ４０、調光信号回路６及び位相検出
回路８）と、第２コンデンサＣ２とを備える。電力変換回路４は、外部からの入力電圧を
所望の電圧値の直流電圧に変換する。第１コンデンサＣ１は、電力変換回路４の出力端子
Ｔ５、Ｔ６間に接続される。定電流回路５は、光源９とともに第１コンデンサＣ１の両端
間に直列に接続される。制御回路は、電力変換回路４及び定電流回路５の動作を制御する
。第２コンデンサＣ２は、外部からの入力電圧に基づいて制御回路の動作電源を生成する
。第１コンデンサＣ１及び第２コンデンサＣ２は、外部からの入力電圧の供給が遮断され
た状態において、第１時間が第２時間より短くなるようにそれぞれ容量が設定される。第
１時間は、第１コンデンサＣ１に蓄えられた電荷量が光源９の動作電源以下になるまでの
時間である。第２時間は、第２コンデンサＣ２に蓄えられた電荷量が制御回路の動作電源
以下になるまでの時間である。
【００６４】
　上記構成によれば、第１コンデンサＣ１に蓄えられた電荷量が光源９の動作電源以下に
なるまで制御回路の動作電源を確保することができ、これにより電源遮断時や電源再投入
時において光源９が一瞬点灯するという不具合を低減することができる。また、第１時間
が第２時間より短くなるように、第１コンデンサＣ１及び第２コンデンサＣ２の容量をそ
れぞれ設定するだけでよく、上述の放電経路を形成する場合に比べてコストアップを抑え
ることができる。
【００６５】
　本発明の照明器具２０は、点灯装置１０と、点灯装置１０からの給電により点灯する光
源９と、点灯装置１０及び光源９を保持する器具本体１１とを備えている。
【００６６】
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　上記構成によれば、上述の点灯装置１０を備えることによって、コストアップを抑えつ
つ、電源遮断時や電源再投入時において光源９が一瞬点灯するという不具合を低減させた
照明器具２０を提供することができる。
【符号の説明】
【００６７】
４　電力変換回路
５　定電流回路
６　調光信号回路（制御回路）
８　位相検出回路（制御回路）
９　光源
１０　点灯装置
１１　器具本体
２０　照明器具
４０　ドライバＩＣ（制御回路）
Ｃ１　第１コンデンサ
Ｃ２　第２コンデンサ
Ｔ５、Ｔ６　出力端子

【図１】 【図２】



(10) JP 6534094 B2 2019.6.26

【図３】 【図４】

【図５】
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